
会計情報レポート

本稿では、2022年3月期の有価証券報告書の作成
に当たり、会計基準等や開示規則の主な改正などに
よる開示への影響、金融庁による有価証券報告書レ
ビュー（以下、有報レビュー）の審査項目を踏まえた
留意事項を解説します。文中の意見にわたる部分は筆
者の私見であることをあらかじめ申し添えます。

22年3月期から適用となる会計基準等が開示に与
える影響について解説します。なお、これらの会計処
理等の詳細については、本誌22年4月号の「2022年
3月期 決算上の留意事項」をご参照ください。

1. 収益認識に関する会計基準の適用による開示への影響
21年4月1日以後開始する年度から企業会計基準第

29号「収益認識に関する会計基準」（以下、収益認識
基準 ）等が原則適用となりました。収益認識基準の
適用により、顧客との契約から生じる収益や契約資産、
契約負債又は顧客との契約から生じた債権の表示、顧
客との契約から生じる収益に関する注記が求められる
ことになります。
なお、収益認識基準の表示・開示に関して、次の本
誌各号で詳細に解説していますので、併せて参照くだ
さい。

（1）表示
顧客との契約から生じる収益は、適切な科目（例え
ば、売上高、売上収益又は営業収益等）をもって損益
計算書に表示します。顧客との契約から生じる収益に
ついては、それ以外の収益と区分して損益計算書に表
示するか、又は区分して表示しない場合には、顧客と
の契約から生じる収益の額を注記します（財務諸表等
規則第72条第2項、連結財務諸表規則第51条第2項）。
契約資産、契約負債又は顧客との契約から生じた債
権は、適切な科目をもって貸借対照表に表示するかそ
れぞれの残高を注記することが求められています（財
務諸表等規則第17条第1項、第49条、連結財務諸表
規則第23条第1項、第37条）。

（2）注記事項
①顧客との契約から生じる収益に関する注記
顧客との契約から生じる収益及びキャッシュ・フ

Ⅰ　はじめに

Ⅱ　会計基準等の主な改正等による開示への影響

• 本誌20年7月号「収益認識基準（表示・開示）の解説」
（www.ey.com/ja_jp/library/info-sensor/2020/
info-sensor-2020-07-01）

• 20年8月・9月合併号「収益認識基準（表示・開示）
に関する実務上の論点」
（www.ey.com/ja_jp/library/info-sensor/2020/
info-sensor-2020-08-01）

• 21年6月号「収益認識会計基準等の適用初年度にお
ける留意点」
（www.ey.com/ja_jp/library/info-sensor/2021/
info-sensor-2021-06-01）

• 22年2月号「収益認識基準　開示上の留意点」
（www.ey.com/ja_jp/library/info-sensor/2022/
info-sensor-2022-02-02）
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ローの性質、金額、時期及び不確実性を財務諸表利用
者が理解できるようにするための十分な情報を企業が
開示することとされています（財務諸表等規則第8条
の32第1項、連結財務諸表規則第15条の26）。
この開示目的を達成するための注記事項として次の
事項が定められています。

収益の分解情報は、当期に認識した顧客との契約か
ら生じる収益と報告セグメントごとの売上高との関係
を投資者その他の財務諸表利用者が理解できるように
するための十分な情報を記載するものとされており、
収益を理解するための基礎となる情報は、契約及び履行
義務に関する情報等を記載するとされています。また、
当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
は、当期に認識した収益の額のうち期首現在の契約負
債残高に含まれていた額や当期末においていまだに充
足していない履行義務に配分した取引価格の総額、当
該履行義務が充足すると見込んでいる時期等が含まれ
るとされています（財務諸表等規則ガイドライン8の
32、連結財務諸表規則ガイドライン15の26）。
また、顧客との契約から生じる収益に関する重要な
会計方針として、次の①から③の項目を注記するとさ
れています（財務諸表等規則ガイドライン8の2、連
結財務諸表規則ガイドライン13の5）。ただし、重要
な会計方針として次の①から③の項目を記載すること
によって、注記と同様の内容が記載された場合、注記
では、当該内容の記載を省略することができます（財
務諸表等規則第8条の32第3項、連結財務諸表規則第
15条の26）。

②連結財務諸表を作成している場合における個別財務
諸表の開示
連結財務諸表を作成している場合、個別財務諸表に
おいては、「収益の分解情報」及び「当期及び翌期以
降の収益の金額を理解するための情報」について注記
しないことができるとされています（財務諸表等規
則第8条の32第4項）。また、「収益を理解するための
基礎となる情報」を注記するに当たり、連結財務諸表
における記載を参照することができるとされています

（財務諸表等規則第8条の32第5項）。加えて、顧客と
の契約から生じた債権、契約資産や契約負債を他の科
目と区分しないで表示した場合等の注記の定めを適用
しないことができます（財務諸表等規則第17条第4

項、第49条第5項）。

2. 時価算定に関する会計基準等の適用による開示への
影響

21年4月1日以後開始する年度から企業会計基準第
30号「時価の算定に関する会計基準」等が原則適用と
なりました。これを受けて、金融商品の時価に関する
注記事項を定めた、改正企業会計基準適用指針第19

号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」も合
わせて適用となります。これにより、従来の注記事項
に加えて、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関
する事項に関する注記が求められることになります（財
務諸表等規則第8条の6の2第3号、連結財務諸表規則
第15条の5の2第3号）。新たに追加される具体的な注
記事項は次ページ＜表1＞のとおりです。
なお、22年3月期決算において、投資信託及び貸借
対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資
の時価の注記の取扱いを定めた、改正企業会計基準適
用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指
針」を早期適用することができます。これによると、一
定の要件を満たす投資信託については、「基準価額を
時価とみなす」取扱いを適用することができますが、
当該取扱いを適用した投資信託の貸借対照表計上額の
合計額や期首残高から期末残高への調整表などの注記
が求められます。その内容については以下に詳細な解
説がありますので、ご参照ください。

3. LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取
扱いの適用による開示への影響
実務対応報告第40号「LIBORを参照する金融商品
に関するヘッジ会計の取扱い」（以下、LIBOR取扱い）
において、金利指標改革に起因して公表が停止される
LIBORを参照する金融商品について、一定の要件を満
たすものについて、ヘッジ会計の適用を継続できる特
例的な取扱いが定められています。報告日時点におい
て、LIBOR取扱いを適用することを選択した場合には、
次ページ＜表2＞の内容を会計方針に関する事項にお
ける重要なヘッジ会計の方法の箇所、又は金融商品関

• 収益の分解情報
• 収益を理解するための基礎となる情報
• 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報

①企業の主要な事業における主な履行義務の内容
②企業が当該履行義務を充足する通常の時点（収益を
認識する通常の時点）

③上記①及び②以外に重要な会計方針に含まれると判
断した内容

• 本誌21年10月号「改正「時価の算定に関する会計基
準の適用指針（投資信託等に関する取扱い）」の解説」
（www.ey.com/ja_jp/library/info-sensor/2021/
info-sensor-2021-10-02）
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係注記の箇所などに記載することが必要となります
（LIBOR取扱い第20項）。

金融庁では、毎年、投資家と企業との建設的な対話
に資する充実した企業情報の開示を促すため、「記述
情報の開示の好事例集」を公表しています。21年12

月に公表された「記述情報の開示の好事例集2021」
では、サステナビリティ情報の中でも、近年、社会的
な関心が高まっている項目であり、コーポレートガバ
ナンス・コードの改訂等で開示の充実に向けた取組み
が進められている「気候変動関連」と「経営・人的資
本・多様性等」について、現時点における投資家・ア
ナリストが期待する主な開示のポイントとそのポイン
トに沿った有価証券報告書における開示例が紹介され

ています。
「気候変動関連」の開示例では、TCFD提言にある

「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の
四つの枠組みに基づいた開示が紹介されており、「経
営・人的資本・多様性等」の開示例では、サステナビ
リティ経営、人的資本への投資、働き方や女性活躍を
含むダイバーシティの推進に関する開示が紹介されて
います。
なお、「記述情報の開示の好事例集2021」は22年

2月及び3月に更新が行われており、主に21年3月期
の有価証券報告書における「経営方針、経営環境及び
対処すべき課題等」、「事業等のリスク」、「経営者によ
る財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況
の分析」、「監査の状況」及び「役員の報酬等」について
の好事例がそのポイントとともに紹介されています。

1. 22年度有報レビューにおける審査項目等
有価証券報告書の記載内容の適正性を確保する目的
の下、毎年、金融庁と財務局等との連携により有報レ
ビューが行われています。22年度の有報レビューの
概要は＜表3＞のとおりです。

Ⅳ　金融庁による有報レビューを踏まえた
　　留意事項 

Ⅲ　記述情報の開示

▶表2　「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ
会計の取扱い」を適用しているヘッジ関係＊

（1）ヘッジ会計の方法（繰延ヘッジか時価ヘッジか）
金利スワップの特例処理及び振当処理を採用している場合にはその旨

（2）ヘッジ手段である金融商品の種類

（3）ヘッジ対象である金融商品の種類

（4）ヘッジ取引の種類（相場変動を相殺するものか、キャッシュ・フロー
を相殺するものか）

＊　一部のヘッジ関係にのみ適用する場合には、その理由を注記する。

▶表1　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項＊1

（1）時価をもって貸借対照表評価額とする金融商品 

①時価のレベルごとの合計額

（2）時価をもって貸借対照表評価額としない金融商品 

①時価のレベルごとの合計額

（3）（1）（2）のうち、レベル2又はレベル3の時価の金融商品 

①時価の算定に用いた評価技法及びインプット

②時価の算定に用いる評価技法又はその適用の変更の旨及びその理由

（4）（1）のうち、レベル3の時価の金融商品 

①時価の算定に用いた重要な観察できないインプットに関する定量的情報＊2

②時価がレベル3の時価に分類される金融商品の期首残高から期末残高への調整表（以下を区別して示す）
ア 当期の損益に計上した額及びその損益計算書における科目＊3

イ 当期のその他の包括利益に計上した額及びその他包括利益計算書における科目
ウ 購入、売却、発行及び決済のそれぞれの額（純額で示すことも可）
エ レベル1の時価又はレベル2の時価からレベル3の時価への振替額及びその理由＊4

オ レベル3の時価からレベル1の時価又はレベル2の時価への振替額及びその理由＊4

③レベル3の時価の企業の評価プロセスの説明

④重要な観察できないインプットを変化させた場合に時価が著しく変化するときの影響に関する説明＊5

＊1　金融商品の開示項目は適切に区分する必要があり、性質、特性及びリスク並びに時価のレベル等に基づいて決定する。
＊2　企業自身が観察できないインプットを推計していない場合には、記載を要しない。
＊3　アのうち、貸借対照表日において保有する金融商品の評価損益及び損益計算書における科目を注記する。
＊4　振替時点に関する方針を注記する。
＊5　他の観察できないインプットとの間に相関関係がある場合、相関関係の内容及び当該相関関係を前提とすると時価に対

する影響が異なる可能性があるどうかに関する説明を注記する。
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2. 過去の有報レビューにおける指摘事項
過去の有報レビューの重点テーマ項目は＜表4＞の

とおりです。

21年度の有報レビュー結果を踏まえた留意事項及び
改善の方向性として記載された内容のうち主なものは
以下のとおりです。なお、（3）IFRS第15号「顧客と
の契約から生じる収益」の内容については、収益認識
基準の適用の際にも参考になると考えられます。

（1）会計上の見積りの開示に関する会計基準

（2）会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に
関する会計基準の改正

お問い合わせ先
EY新日本有限責任監査法人
品質管理本部　会計監理部
E-mail：jp.audit-m-kaikeikanriinbox.jp@jp.ey.com

▶表3　22年度有報レビューの概要

▶表4　過去（直近3年間）の有報レビューにおける
重点テーマ審査項目

対象年度 重点テーマ

19年度

①関連当事者に関する開示
②ストック・オプション等に関する会計処理及び開示
③従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関す
る会計処理及び開示

20年度 ①セグメント情報（中止）＊
② IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」

21年度
①新型コロナウイルス感染症に関する開示
② IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」（主に指定国
際会計基準の任意適用会社が対象）

＊　20年度の有報レビューでは、上記に加え、新型コロナウイルス感染症
の影響に関する開示について、全ての有報提出会社を対象として審査
が行われました。

項目 対象会社 審査内容 22年度の対象項目

（1）法令改正関係審査 全ての有報提出会社 毎年の法令改正事項
• 収益認識に関する会計基準
• 時価の算定に関する会計基準等＊

（2）重点テーマ審査 審査対象会社 特定の重点テーマに着目して審査対象会社を
抽出し、個別の質問を送付

• 収益認識に関する会計基準

（3）情報等活用審査 審査対象会社 適時開示や報道、一般投資家等から提供された情報等を勘案して実施する審査

＊　「時価の算定に関する会計基準」、「棚卸資産の評価に関する会計基準」の改正、及び「金融商品に関する会計基準」の改正

（3）IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」

• 個々の開示要求に対する形式的な対応にとどまらず、
関連する開示が全体として開示目的を達成するため
の十分な情報となっているか。

• 特殊な履行義務ではない、業界慣行に従い処理して
いる、非財務情報等において記載しているといった
理由で、開示を省略していないか。

• 重要性がないとして要求された開示を省略する際に
も、その省略によって開示目的の達成に必要な情報
の理解が困難となっていないか検討したか。

• 主要な履行義務の内容及び充足時期につき、企業固
有の内容で具体的に説明しているか。

• どの履行義務において、企業が代理人として行動し
ているか明確に説明しているか。

• 変動対価の算定について具体的に記載しているか。
• 収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、
時期及び不確実性がどのように経済的要因の影響を
受けるのか描写する区分に適切に分解し、収益の分
解情報とそれ以外（特に履行義務の内容）との関係
性を明確にしているか。

• 分解した収益の開示と、各報告セグメントについて
開示される収益情報との間の関係を理解できるよう
に十分な情報を開示しているか。

• 収益認識に関する判断や見積りを伴う判断につい
て、どの領域を指しているか特定できるように具体
的に記載しているか。

• 関連する会計基準等が存在しない取引や経済事象が
出現した場合や、業界特有の会計処理方針等、該当
する事項はあるものの、重要性が乏しいために省略
していたが、経営環境やビジネスの変化等により当

• 項目の識別においては、翌年度の財務諸表に重要な
影響を及ぼすリスクか否かについて、影響の金額的
大きさ及びその発生可能性に関する企業自身の適切
な総合的判断が求められるが、開示すべき項目に漏
れがないか。

• 投資家がリスクの内容を十分理解できるように具体
的な内容（定量的情報若しくは定性的情報、又はこ
れらの組み合わせ）が開示されているか。

該事項の重要性が増加した場合など、重要な会計方
針として記載すべき項目の見直しの要否を検討して
いるか。
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